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2 計画法線(案)の整理・検討 

本章は、瀬戸内海航路計画調査成果報告書(平成 16 年 3 月 公益社団法人日本港湾協会)

より、本調査にて対象とする来島海峡航路に係る計画法線（案）の整理・検討結果を抜粋

し纏めたものである。 

なお、上記報告書は、瀬戸内海航路計画の改訂を念頭に置き、「瀬戸内海航路計画検討 

委員会」「瀬戸内海航路計画航行安全性検討委員会」の 2 つの委員会により航路改訂計

画の素案の作成及びその航行安全性の検討が行われ、瀬戸内海航路計画の素案の作成に関

して取り纏めたものである。 

 

2.1 来島航路の実態と検討概要 

2.1.1 来島海峡航路 

本計画で検討の対象となる航路を表 2.1.1-1 に示す。 

表 2.1.1-1 来島航路の概要及び主要な航行ルール 

航路名 長さ・計画水深 幅・(計画) 主な航行ルール 

来島海峡航路  
8.3M(15.4km) 

-14m 

400( 狭部) 

～1,500m  

順潮時中水道  

逆潮時西水道 

航路出入・横断制限 

注:M は海里を表す 

出典:平成 11 年度 21 世紀の瀬戸内海航路に関する調査 報告書 平成 12 年 3 月 運輸省第三港湾建設 
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来島海峡航路の調査・検討範囲は、次に示す各航路及び周辺海域とする。 

 

図 2.1.1-1 来島海峡航路の調査・検討範囲 

 

 

2.2 来島海峡航路計画の検討 

2.2.1 計画法線（案）の検討経緯 

平成 14 年度、15 年度に実施した瀬戸内海航路計画安全性検討委員会において検討し

た航路法線の検討経緯の概要を以下に示す。 

 

(1) 計画航路諸元の概略検討 

来島海峡航路の計画対象船舶は 40,000DWT 級コンテナ船とされており、これを基に

算出した航路諸元は、表 2.2.1-1 のとおりである。 

表 2.2.1-1 来島海峡航路諸元 

航路名 来島海峡航路 西水道 中水道 

既定計画(m) 
航路幅員 700 450 

航路水深 14 14 

計画対象船舶諸元 

船種 コンテナ船 コンテナ船 

DWT 40,000 40,000 

全長(m) 244 244 

船幅(m) 32.3 32.3 
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航行喫水(m) 12.2 12.2 

航路幅員(m) 

昭和 49年算出式
算出値 732 732 

切上値 750 750 

関門航路算出式 
算出値 787 663 

切上値 800 700 

航路水深(m) 
昭和 49 年算出式 14.3 14.3 

関門航路算出式 14.6 14.6 

 

来島海峡航路周辺には、小島、馬島、中渡島、津島等の島々が散在している。その

ため、昭和 49 年における中水道の航路計画では、必要航路幅員 700m を確保すること

ができず、地形上確保しうる 大限の 450m を航路幅員としている。 

平成 11 年度報告書では計画対象船舶諸元が大きくなったことにより、概略の検討に

おいて西水道で必要な航路幅員が 750～800m、中水道で必要な航路幅員が 700～750m と

試算された。以下の検討では、とりあえず関門式による航路幅員(西水道 800m、中水道

700m)を用いるものとする。 

 

(2) 計画航路諸元からの航路法線 

現状の航路法線を基に関門式による航路幅員(西水道 800m、中水道 700m)を確保した

場合の航路法線（以下「案１」という。）は、図 2.2.1-1 に示すとおりである。 

この図から、航路幅員を確保するには、西水道では小島を、中水道では中渡島の一

部または大半を撤去する必要があり、また中水道においては、本四架橋との関係から

航路法線も変更する必要があることが判る。 



 

 

170

 

図
 2

.2
.1

-1
 
計
画
航
路
諸
元
か
ら
の
航
路
法
線
（
案
１

）
 

参
考
:
『
海
図

W
1
0
4
 
来
島
海
峡
及
付
近
 
平
成

1
2
年

1
1
月
刊
行
 

海
上
保
安
庁
』
 



 

171 

(3) 航行安全上の問題点に対する改善策 

計画航路諸元からの航路法線（案１）について、航行安全上の問題点に対応するた

めには、以下の改善策が必要となる。 

① 馬島周辺海域における改善策 

馬島周辺海域における改善策は、次のとおりである。 

a) 明確な操船目標の確保 

来島海峡航路は、航路上に狭隘な水道部(馬島周辺)があり、潮流等の航行環境が

変化する上に船舶が輻輳する海域であることから、航路航行においては、灯台、灯

標及び潮流信号所等の目標物をたどりながら適確な操船が求められる。 

航路法線を設定するにあたっては、航路を安全に航行するための明確な操船目標

を確保することが求められる。 

b) 見通しのよい航路法線 

馬島周辺は、船舶の操船が困難とされる海域であるので、水路付近の状況が早期

に把握できる見通しのよい航路法線とすることが望ましい。 

c) 船舶の操船を考慮した滑らかな航路法線 

船舶の操船が困難とされる馬島周辺の航路法線の設定については、屈曲の角度を

なるべく小さくした滑らかな航路法線とすることが望ましい。 

d) 潮流の流れに沿った航路法線 

来島海峡航路における南流 強時及び北流 強時の潮流の状況を考慮して潮流

の流れに沿った航路法線とし、低速・停留等の潮流による操船影響、それに伴う海

難発生等の問題点を解消させることが求められる。 

 

② 航路出入口における改善策 

a) 来島海峡西口 

航路諸元の成立要件として、出入口付近の競合を回避すべく、航路を航行する船

舶が鼻栗瀬戸・宮ノ窪瀬戸方面及び大下瀬戸方面を航行する船舶及び航路をこれに

沿って航行せずに航路の北側を通過する船舶等と進路が交差する海域から離れた

位置に航路法線の西口を設定することが望ましい。 

b) 来島海峡東口 

航路諸元の成立要件として、新居浜・東予方面を航行する船舶等との進路交差が

生じていることを考慮しながら、航路法線の東口を設定することが望ましい。 

 

上記の改善策を考慮した航路法線(以下「案２」という。)は、図 2.2.1-2 に示すと

おりである。 



 

 

 

172

 

図
 2

.2
.1

-2
 
改
善
策
を
考
慮
し
た
航
路
法
線
（
案
２
）

 

参
考
:
『
海
図

W
1
0
4
 
来
島
海
峡
及
付
近
 
平
成

1
2
年

1
1
月
刊
行
 

海
上
保
安
庁
』
 



 

173 

本航路法線（案２）には、下記の効果、問題点がある。 

① 航路幅員の確保における効果 

計画航路諸元による航路幅員を確保することにより、次の効果が期待できる。 

・通航対象船舶の安全航行が可能となる。 

・水道部の見通しが格段に改善され、安全性が向上する。 

・航路の幅員が確保されることにより、潮流による操船への影響が低下する。 

・右側航行への航法の変更が容易となる。 

・外国船舶に対する航法の指導、周知が容易となるなど、海難防止効果が大きく

期待できる。 

 

② 航路幅員の確保により生じる問題 

計画航路諸元における航路幅員を確保するには、次の措置が必要となる。 

・西水道  小島の一部掘削、撤去 

・中水道  中渡島の大半を撤去 

 

しかし、これらの措置を実施するには、次の問題が生じるものと考えられる。 

・掘削、撤去等の整備費用が巨額となる。 

・整備費用に対する整備効果(海難の減少、通航対象船舶の通航、安全性の向上

等)の比較において、十分な説得力を得る事が可能か。 

・瀬戸内海国立公園内に位置していることから、環境への影響が大である。 

・漁業関係者等地元住民への影響が大である。 

 

(4) 水面下の浚渫・掘削に限定した航路法線（案） 

前記の航路法線案より、社会的、経済的に影響度の小さい方法として、水面下(浅瀬)

の浚渫・掘削等による安全性の向上に重点を置き検討した航路法線（以下「案３」と

いう。）は、図 2.2.1-3 に示すとおりである。 

また、案１、案２、案３の概要と効果及び問題点等を整理すると、表 2.2.1-2 のと

おりである。 
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2.3 航行安全性検討委員会の検討結果 

瀬戸内海航路計画検討委員会では、来島海峡の航路諸元を対象とし、安全性の検討に関しては、

「瀬戸内海航路計画航行安全性検討委員会」を別途設置し検討が行われた。 

本章は基本的に瀬戸内海航路計画航行安全性検討委員会における検討結果の抜粋である。 

 

2.3.1 航行安全性検討委員会に委ねた来島海峡航路検討課題の検討結果 

第3回の瀬戸内海航路計画検討委員会で船舶の航行安全上の検討課題については瀬戸内海航

路計画航行安全性検討委員会に検討を委ねていたが、今回瀬戸内海航路計画航行安全性検討委

員会より前出の案３を計画法線（案）とする検討結果が得られた。これにより、本調査では案

３の計画法線（案）を対象とした。 

 

 

(1) 新たな来島海峡航路の計画法線の検討結果 

計画法線（案）に対する考え方は、次に示すとおりである。 

また、計画法線（案）の諸元については図 2.3.1-1 に、計画法線（案）と潮流図との比較に

ついては、図 2.3.1-2～図 2.3.1-3 に、検討にあたって航路を分割した 6つの海域については

図 2.3.1-4、図 2.3.1-5 にそれぞれ示すとおりである。 

 

① 水道部及びその付近:(1)～(6) 

中水道及び西水道に面する中渡島西側、馬島及び小島東側海域を陸岸部直近まで可能な

限り浚渫・掘削し、可航水域を拡幅した形状とする。 



 

178 

 

・小島北東先端と馬島ウズ鼻とを結んだ線                               …(1) 

・指手鼻先から小島東側陸岸を結んだ線                                 …(2) 

・指手鼻先から白石灯標東側を通る現行航路法線との平行線               …(3) 

・中渡島西岸から現行航路法線との平行線                               …(4) 

・中渡島西岸から現行航路横断禁止区域の北東端を結んだ線               …(5) 

・現行航路横断禁止区域の北東端を基点とする(1)との平行線              …(6) 

 

これにより、コノ瀬付近及び津島前面(NO.7LB)の大角度変針が大幅に緩和されるととも

に、水道部の見通し可能範囲が拡大される。 

 

② 西口付近:(7)～(10) 

航路西口位置については、安芸灘北及び南推薦航路との接続を勘案し、現行どおりとし

たうえで、水道部への導入をより滑らかにするため、航路法線を真東(90°)方向とする。 

 

・(6)と現行法線と接点から、津島との離隔距離が 300m となる点を結んだ線…( 7) 

・(7)と 1,500m 幅の平行線                                            …( 8) 

・現行西口南端から真東(90°)方向へ引いた線                          …( 9) 

・現行西口北端から真東(90°)方向へ引いた線                          …(10) 

 

なお、上記のほか、西口位置を南東へシフトした場合についても検討するものとする。 

 

③ 東口付近:(11)～(14) 

航路東口位置については、今治港との関係及び備後灘航路との接続を勘案し、現行どお

りとする。その上で、新居浜方面への航行をより滑らかのするため、航路法線を真西(270°)

方向とする。 

 

・(3)の白石灯標東方から、大浜沖漁礁との隔離距離が 300m となる点を結んだ線 

                                                               …(11) 

・(11)と 1,500m 幅の平行線                                            …(12) 

・現行東口南端から真西(270°)方向へ引いた線                          …(13) 

・現行東口北端から真西(270°)方向へ引いた線                          …(14) 
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図 2.3.1-4 現状の航路法線の分割海域 

資料:瀬戸内海航路計画に関する航行安全性についての検討調査報告書(平成 16 年 3 月) 

 

 

図 2.3.1-5 計画法線（案）の分割海域 

資料:瀬戸内海航路計画に関する航行安全性についての検討調査報告書(平成 16 年 3 月) 



 

183 

(2) 計画法線（案）の航路諸元における妥当性 

① 潮流影響及び操船環境特性の評価 

ファストタイムシミュレーション結果においては、表 2.3.1-1～表 2.3.1-2 に示

すように航路法線を変更することにより操船環境(斜航角、舵角及び偏位量)が改善

され、特に水道部付近における海域で改善効果が高くなる結果が得られた。 

 

② 交通環境特性の評価 

海上交通流シミュレーション結果においては、顕著な傾向は得られにくいが、表 

2.3.1-3～表 2.3.1-4 に示すように航路法線を変更することにより交通環境(交差

分布及び避航変針操作量)の改善効果が高くなる結果が得られた。 

 

表 2.3.1-1 ファストタイムシミュレーションにおける評価指標ごとの出力結果 

 

資料:瀬戸内海航路計画に関する航行安全性についての検討調査報告書(平成 16 年 3 月) 
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表 2.3.1-2 ファストタイムシミュレーションにおける特定海域ごとの評価結果 

（航行安全上の優位性） 

 

資料:瀬戸内海航路計画に関する航行安全性についての検討調査報告書(平成 16 年 3 月) 

 

 

表 2.3.1-3 海上交通流シミュレーションにおける交差分布 

 

資料:瀬戸内海航路計画に関する航行安全性についての検討調査報告書(平成 16 年 3 月) 
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③ 操船上の安全性評価 

a) 潮流影響 

南流時、北流時のいずれも水道 狭部の馬島、中渡島及び小島付近において強潮

流による圧流影響が顕著にみられたが、流向別・水道別に圧流がみられた場所は、

表 2.3.1-5 に示すとおりである。 

 

表 2.3.1-5 水道部の圧流場所 

流向 水道 進航方向 圧流場所 圧流方向 

南流時 西水道 東航 小島東側海域 中水道方向への圧流 

西水道中央部 馬島方向への圧流 

西航 小島南側海域 小島南側への圧流 

馬島北側への圧流 

中水道 東航 中水道中央部 中渡島側への圧流 

西航 中水道北側海域 中渡島側への圧流 

北流時 西水道 東航 西水道北側海域 小島南側への圧流 

中水道 西航 中水道南側海域 馬島南側への圧流 

 

b) 船体姿勢制御 

実験では流向、流速、通航水道別に拘わらずいずれも安全に操船が実施されてお

り、水道部航行時の船体姿勢制御、航路航行時の保針制御とも、現状航路における

操船状況と大きな違いはみられない。しかしながら、以下の状況が存在することに

ついて十分認識する必要がある。 

・ 強潮流を受けながら可航幅の狭い中水道航行 

・ 南流時の小島東側付近における圧流は反航レーン側(中水道側)へ寄せられ、

不測の行会い関係を惹起させる懸念があること。 

・ 圧流に対抗した大角度変針とそれに伴う姿勢制御の困難さ 

c) 他船との出会い及び避航・保針 

既述のとおり可航幅の狭い中水道での他船との出会いは水道の安全通航を阻害

する恐れが高い。本実験では可能な限り水道部の手前においてこうした出会いが生

じないような操船が実施されており、安全上の効果は高いものと考えられる。 

現状航法(順中逆西)では航路で入口における針路交叉、右舷対右舷での航過は生

じるが、現状航路の状況と比較して大きな違いはみられない。なお、当然ながら、

右側通航のケースにおいてはこの問題は生じない。 
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d) 逆潮時の低速船への接近 

ビジュアル操船シミュレーション結果より、留意点として次の 2 点があげられる。 

・本船速力低減による船間距離の確保 

・ 狭部に至る事前の追い越し 

e) 馬島周辺海域における他船の視認状況 

計画法線（案）は現状法線と比較して若干南北に角度を持ったことから南航、北

航に拘わらず早期の他船視認が可能となっている。 

f) 順潮時の西水道及び逆潮時の中水道航行(右側通航) 

1. 順潮時の西水道航行 

航路が屈曲している中での順潮航行にも拘らず実験では潮流に応じた適切な

操船(水道部への入狭針路、操舵、速力調整等)が実施された結果、スムーズな

航跡となっている。西水道入航前の小島東側海域での右大角度変針については、

馬島への急接近が懸念される。 

2. 逆潮時の中水道航行 

潮の流れは中水道に沿っていない。水域幅が狭い中での中渡島側への圧流を

考慮した操船を余儀なくされる。 

 

④ 航路諸元変更における効果 

航路諸元変更における効果としては、特に次に示す箇所において顕著である。 

 

a) 航路法線の隅切り 

1. 小島東側 

・ 南流時の中水道方向への圧流防止(オーバーシュートの発生、圧流による陸

岸への接近等の影響が軽減) 

・ 可航幅の拡幅効果(操船水域の拡幅効果)による中水道航行船舶との見合い状

況の軽減 

・ 水道反対部からの見通しの改善 

2. 中渡島南側 

・ 水道部への入峡針路、見通しが改善されたことにより、現状と比較して、遥

かに中水道をスムーズにしかも直線状に航行することが可能となる。 

・ 北流時の馬島南側への圧流に対して余裕のある離隔距離を確保することが可

能となっている。 

b) 航路法線の屈曲角 

本実験では、水道部への入峡針路、見通しが改善されたことにより、現状航路と
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比較して航路全体が非常にスムーズな航跡を描く結果が得られている。このスムー

ズな航行は、特に潮流による圧流が問題となる当海峡では、圧流に対する影響を操

船によってカバーさせる時間的余裕が得られることにもつながるものであり、その

安全に及ぼす効果は非常に高い。 

c) 見通し 

中水道及び西水道何れも 狭部を挟んで水道部内の見通しが改善されている。こ

のことは、水道部に至る前の余裕のある時期に他船の動静把握が可能となることか

ら、水道 狭部での無理な並航や出会いを未然に防げる等安全上の効果は非常に高

い。 

 

⑤ 望ましい整備海域 

ビジュアル操船シミュレーションにおいて得られた望ましい整備海域は、図 

2.3.1-6 及び図 2.3.1-7 に示すとおりである。 
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図 2.3.1-6 望ましい整備海域(順中逆西) 

 

図 2.3.1-7 望ましい整備海域(右側通航) 
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(3) 計画法線（案）における航路諸元の安全性 

・妥当性の評価に操船者特性を考慮した総合的な検証であるビジュアル操船シミュレ

ーション結果においては、航路法線を変更することにより大角度変針(航路の屈曲)及

び見通し等、現状と比較した場合に顕著な改善効果が得られ、水道部においては整備

の必要性が認められた。 

 

・水道部周辺においては、前述のとおり改善効果が見られるが、強潮流及び航路幅員

拡幅の制約等の影響による船体姿勢制御、船間距離の保持の困難性及び追越しに伴う

危険性が強く、従前と同様な安全確保に対する留意が必要である。特に、強潮流によ

る影響を受けやすく且つ可航幅が狭い中水道付近を航行する場合には、安全確保につ

いて特段の留意が必要である。 

 

(4) 計画法線（案）における航路諸元の設定 

来島海峡航路における計画法線（案）の航路諸元(航路法線の変更を主とする)につ

いては、航路法線の変更及び水道部における浚渫・掘削等の整備を行うことにより、

現状に比べて交通環境の改善が図られ、安全性が向上する。 

また、来島海峡航路における航路水深は、検討対象船舶(40,000DWT 級コンテナ船)

の航行を想定し、強潮流で狭隘な関門航路の計画水深(-14m)を考慮する。 
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参考 計画法線（案） 距離関係図 

 

 

 

※各距離は参考値 


